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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体の撮影により得られた映像信号が入力される映像信号入力部と、
　ユーザのレリーズ操作によるレリーズ信号が入力されるレリーズ信号入力部と、
　前記映像信号入力部に接続されるとともに、入力された前記映像信号における各フレー
ム画像について特徴量が所定の閾値を超える関心領域を検出する関心領域検出部と、
　前記関心領域検出部により検出された関心領域をズーム処理した拡大画像を生成するズ
ーム処理部と、
　前記ズーム処理部で生成された拡大画像と前記関心領域を検出したフレーム画像とを関
連付けて保持する記憶部と、
　前記レリーズ信号入力部に対して前記レリーズ信号が入力されたタイミングに対応する
前記フレーム画像及び前記拡大画像を前記記憶部からあわせて外部に出力する出力部と、
　を有することを特徴とする内視鏡プロセッサ。
【請求項２】
　前記関心領域検出部は、前記フレーム画像を複数のグリッドに分割し、前記複数のグリ
ッドのうち前記特徴量が前記所定の閾値を上回るグリッドの集合を前記関心領域として検
出する、ことを特徴とする請求項１記載の内視鏡プロセッサ。
【請求項３】
　前記関心領域検出部は、赤色（Ｒ）レベルの値、または特殊光観察時の色彩パターンを
用いて前記特徴量を算出することを特徴とする請求項１記載の内視鏡プロセッサ。
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【請求項４】
　前記関心領域検出部は、前記フレーム画像が白色光観察画像であるときは、前記複数の
グリッドの各々における赤色（Ｒ）のレベルの代表値が前記フレーム画像における前記赤
色（Ｒ）の代表値に対して高く、且つ、エッジ構造物を含む場合に、該当するグリッドを
前記関心領域として検出することを特徴とする請求項３記載の内視鏡プロセッサ。
【請求項５】
　前記関心領域検出部は、前記フレーム画像が狭帯域光観察画像であるときは、前記複数
のグリッドの各々における青色（Ｂ）及び緑色（Ｇ）の反射レベルの代表値が前記フレー
ム画像における前記青色（Ｂ）及び緑色（Ｇ）の代表値に対して低い場合、または、前記
複数のグリッドの各々における前記青色（Ｂ）及び緑色（Ｇ）の吸収レベルの代表値が前
記フレーム画像における前記青色（Ｂ）及び緑色（Ｇ）の吸収レベルの代表値に対して高
い場合に、該当するグリッドを前記関心領域として検出することを特徴とする請求項３記
載の内視鏡プロセッサ。
【請求項６】
　前記関心領域検出部は、前記フレーム画像が光線力学的診断画像であるときは、前記複
数のグリッドの各々における赤色（Ｒ）のレベルの代表値が前記フレーム画像における前
記赤色（Ｒ）のレベルの代表値に対して高い場合に、該当するグリッドを前記関心領域と
して検出することを特徴とする請求項３記載の内視鏡プロセッサ。
【請求項７】
　前記出力部は、前記フレーム画像のうち、前記関心領域を中心にマーキングされた画像
を出力することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の内視鏡プロセッサ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スコープで撮影して得られた被写体の内視鏡画像に画像処理を施し、得られ
る内視鏡映像や静止画のモニタへの表示や記録をすることのできる内視鏡システムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、内視鏡検査においては、スコープで被写体である患者等の体腔内を撮影し、
得られた映像信号に対してプロセッサにて必要な画像処理を施し、これをモニタ等に表示
する。そして、モニタ等への表示を行いつつ、検査において病変部と思われる部位が発見
されると、その箇所の静止画の記録や印刷等を行っている。内視鏡検査を行った医師等は
、検査後に記録した静止画等を改めて確認する。このとき、従来技術では検査時の所見等
を静止画と併せて記録することはできなかったため、改めて後日確認を行う際に画像のう
ちのどの部分に着目していたか等を把握することはできなかった。
【０００３】
　内視鏡画像のうちのカーソルで指定した特定の領域を関心領域として、その領域の座標
情報を観察画像とともに記録しておく技術について開示されている（例えば、特許文献１
）。
【０００４】
　また、内視鏡先端部の被検体の体内の位置を、その位置における内視鏡画像の静止画像
と関連付けて記録しておく技術についても開示されている（例えば、特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－２５８０３０号公報
【特許文献２】特開２００６－２２３８５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　近年は、内視鏡検査における手技が複雑化の傾向にある。このため、検査中に、スコー
プの操作を行う医師が所望の位置における画像のうちの着目した領域を自らの操作によっ
て記録しておくのは困難になってきている。また、検査後に改めて静止画の確認をする際
には、検査時に着目した領域がどこであるのかを即座に見つけるのは容易ではない。
【０００７】
　本発明は、内視鏡検査において医師が病変部の疑いありと判断した領域がわかるように
モニタへの表示や記録装置への記録をすることにより、検査後の業務の効率化や診断の見
落としを防ぐことを可能とする技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様に係る内視鏡プロセッサによれば、被写体の撮影により得られた映像信
号が入力される映像信号入力部と、ユーザのレリーズ操作によるレリーズ信号が入力され
るレリーズ信号入力部と、前記映像信号入力部に接続されるとともに、入力された前記映
像信号における各フレーム画像について特徴量が所定の閾値を超える関心領域を検出する
関心領域検出部と、前記関心領域検出部により検出された関心領域をズーム処理した拡大
画像を生成するズーム処理部と、前記ズーム処理部で生成された拡大画像と前記関心領域
を検出したフレーム画像とを関連付けて保持する記憶部と、前記レリーズ信号入力部に対
して前記レリーズ信号が入力されたタイミングに対応する前記フレーム画像及び前記拡大
画像を前記記憶部からあわせて外部に出力する出力部と、を有することを特徴とする。
 
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、内視鏡検査後の業務の効率化や診断の見落としを防ぐことが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施形態に係る内視鏡システムの構成図である。
【図２】映像処理回路の詳細ブロック図である。
【図３】第１の実施形態に係る内視鏡システムにおけるビデオプロセッサによる映像信号
の処理動作を示したフローチャートである。
【図４】Ｒエンハンス領域算出部によるＲエンハンス領域算出処理を示したフローチャー
トである。
【図５】Ｒエンハンス領域の算出方法について説明する図である。
【図６】エッジ領域算出部によるエッジ検出領域算出処理を示したフローチャートである
。
【図７】エッジ検出領域の算出方法について説明する図である。
【図８】関心領域位置情報算出部による関心領域の位置情報を算出する処理を示したフロ
ーチャートである。
【図９】白色光（通常光）モードにおいて検出される関心領域について説明する図である
。
【図１０】バッファメモリに保存した画像のデータを記録先に送信する処理を示したフロ
ーチャートである。
【図１１】検出された関心領域の出力方法を例示する図である。
【図１２】ＮＢＩ吸収領域算出部による特殊光吸収／反射領域算出処理を示したフローチ
ャートである。
【図１３Ａ】第２の実施形態に係る内視鏡システムによる内視鏡検査のレポートの作成方
法を説明する図（その１）である。
【図１３Ｂ】第２の実施形態に係る内視鏡システムによる内視鏡検査のレポートの作成方
法を説明する図（その２）である。
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【図１４】第３の実施形態に係る内視鏡システムによるバイタル情報の異常への対処方法
推奨案のユーザへの提示方法を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳しく説明する。
＜第１の実施形態＞
　図１は、本実施形態に係る内視鏡システムの構成図である。図１に示す内視鏡システム
１００は、ビデオプロセッサ１、スコープ２、モニタ３、画像記録装置４及びサーバ５を
有する。内視鏡システム１００は、スコープ２で撮影して得られる映像信号をビデオプロ
セッサ１で画像処理し、得られた内視鏡画像の映像信号モニタ３への表示や、画像記録装
置４等への記録を行う。
【００１２】
　スコープ２は、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）２１及びレリーズスイッチ２２を含
む。スコープ２は、ユーザによるレリーズスイッチ２２の操作等のレリーズトリガをビデ
オプロセッサ１に通知する。スコープ２は、ＣＣＤ２１にて被写体を撮影し、得られる映
像信号をビデオプロセッサ１に送信する。
【００１３】
　ビデオプロセッサ１は、ＦＰＧＡ（Field-Programmable Gate Array）等の制御デバイ
ス内にＣＰＵ１２が内蔵されており、このほか、映像処理回路１１及び不揮発性メモリ１
３を有する。ビデオプロセッサ１は、外部インターフェースとしては、キーボード等の入
力手段７、モニタ３への出力手段、画像記録装置４への通信手段及び映像信号の出力手段
、外部記憶装置であるサーバ５への通信手段等を有する。ビデオプロセッサ１は、上記レ
リーズトリガの通知にしたがって映像を静止画として記録し、設定された保存場所に保存
する。
【００１４】
　映像処理回路１１は、スコープ２から入力される映像信号に対して必要な画像処理を施
す。映像処理回路１１は、前段処理部６１、カラーエンハンス処理部６２、エッジ検出部
６３、ＮＢＩ（Narrow Band Imaging、狭帯域光観察）処理部６４、その他処理部６５、
後段処理部６６、位置情報生成部６７、ズーム処理部６８及びバッファメモリ６９を有す
る。
【００１５】
　詳しくは図２等を参照して説明するが、本実施形態においては、映像処理回路１１の構
成のうち、位置情報生成部６７及びズーム処理部６８により、スコープ２から受信した映
像信号を処理して得られる内視鏡画像について、医師等の内視鏡システム１００のユーザ
が病変部と思われる箇所を特定し、その拡大画像を得る。映像処理回路１１を構成する各
部についても、図２等を参照して詳しく説明する。
【００１６】
　不揮発性メモリ１３は、映像処理回路１１にて画像処理して得られた内視鏡画像のうち
、サーバ５に記録すべき静止画等を一時的に記憶する画像記憶領域３１と、ログ情報記憶
領域３２とを有する。ログ情報記憶領域３２に記憶されるログ情報については、第２の実
施形態の説明において述べることとする。
【００１７】
　ＣＰＵ１２は、ビデオプロセッサ１と接続されているスコープ２等からのレリーズ要求
等を受け付けるとともに、受け付けたレリーズ要求に基づき、映像処理回路１１や画像記
録装置４にレリーズ信号を伝送する。また、ＣＰＵ１２は、ビデオプロセッサ１を構成す
る各部の制御を行う。
【００１８】
　モニタ３は、ビデオプロセッサ１において必要な処理の施された内視鏡画像の映像信号
を受信し、これに基づき内視鏡映像等を表示する。
　画像記録装置４は、ＣＰＵ４２、不揮発性メモリであるキャプチャメモリ４１及び印刷
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処理部４４を有する。外部インターフェースとしては、ビデオプロセッサ１との通信手段
及びビデオプロセッサ１からの映像信号の入力手段、自装置のフロントパネルに設けられ
たボタン等の入力手段８を有する。印刷処理部４４は、入力手段８を介してユーザからの
要求があった場合は、キャプチャメモリ４１の画像記憶領域４３に格納されている画像デ
ータを印刷するために必要な処理を実行する。
【００１９】
　サーバ５は、ＣＰＵ５２、不揮発性メモリ５１及び出力処理部５４を有する。外部イン
ターフェースとしては、サーバ５に接続されるクライアントＰＣ９等との通信手段を有す
る。出力処理部５４は、クライアントＰＣ９等を介してユーザからの要求があった場合は
、不揮発性メモリ５１の画像記憶領域５３に格納されている画像データを所望の装置等宛
に出力するための処理を実行する。
【００２０】
　図２は、映像処理回路１１の詳細ブロック図である。
　映像処理回路１１の前段処理部６１は、スコープ２から入力された映像信号に対して必
要な画像処理を施す前の前段処理を実施する。カラーエンハンス処理部６２は、画像の色
強調処理を実施する。エッジ検出部６３は、画像に現れる突起や凹凸等の輪郭によるエッ
ジ構造物を強調するための処理を行う。ＮＢＩ処理部６４は、観察光モードがＮＢＩ(Nar
row Band Imaging、狭帯域光)である場合には、狭帯域光を照射して得られる画像の処理
を行う。その他映像処理部６５は、カラーエンハンス処理やエッジ検出、ＮＢＩ画像用の
処理以外の必要な画像処理を施す。その他映像処理部６５が実施する処理については、公
知の技術を用いているため、ここでは、詳細な説明については省略する。
【００２１】
　本実施形態に係る内視鏡システム１００では、その他映像処理部６５から出力された映
像信号は、レリーズ信号の有無にかかわらず、後段処理部６６に入力される。ビデオプロ
セッサ１は、後段処理部６６で必要な後段処理を施して得られる映像信号をモニタ３に送
信する。これととともに、スコープ２のレリーズスイッチ２２等のレリーズ要求に基づく
レリーズ信号をＣＰＵ１２から受信したか否かによらず、その他映像処理部６５から出力
された映像信号は、ズーム処理部６８を介してバッファメモリ６９にも送信される。
【００２２】
　その一方で、位置情報生成部６７は、画像処理の過程で生成されるデータを用いて関心
領域の位置を表す情報を生成し、生成した情報をズーム処理部６８に出力する。ズーム処
理部６８は、画像が関心領域を含む場合には、関心領域のズーム画像を生成し、バッファ
メモリ６９に出力する。ズーム処理部６８は、生成した関心領域のズーム画像のデータと
、その他映像処理部６５から入力された全体画像のデータとを同期させてバッファメモリ
６９に送信する。こうして、本実施形態においては、ビデオプロセッサ１は、内視鏡画像
（全体画像）に加えて、関心領域を検出した場合は、関心領域のズーム画像についても、
レリーズスイッチ２２等からのレリーズ要求に基づくレリーズ信号にしたがって、外部に
出力することができる。
【００２３】
　関心領域の位置を表す情報を生成する位置情報生成部６７は、Ｒエンハンス領域算出部
７１、エッジ領域算出部７２、ＮＢＩ吸収領域算出部７３、関心領域位置情報算出部７４
及びデータ出力部７５を有する。位置情報生成部６７は、上述のカラーエンハンス処理部
６２、エッジ検出部６３及びＮＢＩ処理部６４それぞれにおける処理の結果を画像の種類
に応じて利用して、フレーム画像の中から関心領域の有無及び関心領域が存在する場合は
その位置を表す情報を定義し、出力する。
【００２４】
　具体的には、位置情報生成部６７のＲエンハンス領域算出部７１は、カラーエンハンス
処理部６２における色強調処理において求めた画像中の赤色（Ｒ）の値が高い領域を求め
る。エッジ領域算出部７２は、エッジ検出部６３がエッジ検出処理で求めた画像中のエッ
ジの現れる領域を求める。ＮＢＩ吸収領域算出部７３は、ＮＢＩ処理部６４でＮＢＩ画像
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処理を施した後の画像を用いて、ＮＢＩ画像のうちの緑色（Ｇ）や青色（Ｂ）の吸収率の
高い領域を求める。
【００２５】
　関心領域位置情報算出部７４は、処理対象の画像の種類に応じて、Ｒエンハンス領域算
出部７１、エッジ領域算出部７２及びＮＢＩ吸収領域算出部７３の中から必要な情報を取
得し、これを用いて、関心領域のフレーム画像中の位置情報を算出する。データ出力部７
５は、関心領域位置情報算出部７４で求めた関心領域の位置情報を、ズーム処理部６８に
出力する。
【００２６】
　上記のとおり、ズーム処理部６８は、その他映像処理部６５から出力される画像処理の
施された映像信号と、位置情報生成部６７のデータ出力部７５から出力される関心領域の
位置情報とから、関心領域のズーム画像を生成する。生成された拡大領域のズーム画像の
データは、対応する全体画像のデータとともにバッファメモリ６９に一時的に保持された
のち、レリーズ信号や画像出力信号にしたがって、それぞれ画像記録装置４や不揮発性メ
モリ１３に向けて出力される。
【００２７】
　このように、本実施形態に係る内視鏡システム１００においては、ビデオプロセッサ１
が、連続したフレーム画像のそれぞれについて関心領域の探索を行う。そして、関心領域
の存在するフレーム画像のうち、レリーズ信号や画像出力信号に対応するフレームの画像
については、関心領域のズーム画像とともに画像記録装置４やビデオプロセッサ１内の不
揮発性メモリ１３等に出力する。
【００２８】
　以下に、映像処理回路１１内の位置情報生成部６７の動作を中心に、画像の中から関心
領域の探索を行ってそのズーム画像を生成し、画像記録装置４等に記録を行う方法につい
て、図面を参照して具体的に説明する。
【００２９】
　図３は、本実施形態に係る内視鏡システム１００におけるビデオプロセッサ１による、
映像信号の処理動作を示したフローチャートである。ビデオプロセッサ１の映像処理回路
１１は、スコープ２から１フレーム分の観察画像が入力されるごとに、図３に示す一連の
処理を実行する。
【００３０】
　まず、ステップＳ１で、映像処理回路１１は、前段処理部６１において、映像信号のデ
ジタル処理の前処理を実行させる。そして、ステップＳ２で、映像処理回路１１は、観察
光モードの判定を行う。ステップＳ２の判定は、ＣＰＵ１２から通知される観察光モード
信号に基づき行う。実施例では、図３にも示すとおり、白色光（通常光）モード、ＮＢＩ
モード及びＰＰＤ（photodynamic diagnosis、光線力学的診断）モードの３とおりの観察
光モードのうち、いずれが設定されているかを判定する。白色光モード、ＮＢＩモード及
びＰＰＤモードの場合、それぞれステップＳ３、ステップＳ４及びステップＳ５へと処理
を移行させる。
【００３１】
　以下の説明においては、観察光モードごとに、どのようにして画像から関心領域を検出
し、検出した関心領域の画像を出力するかについて説明していくこととする。
（白色光（通常光）観察画像の処理）
【００３２】
　白色光モードで撮影を行って得られる内視鏡画像においては、一般的に、病変部は他の
箇所に比べて赤みが強く、また病変部には凹凸がある、という特徴を有している。この特
徴を利用して、赤みの強い領域、画像に凹凸等のある領域を判定して、内視鏡画像の中か
ら関心領域の検出を行う。
【００３３】
　図３のステップＳ３では、映像処理回路１１は、Ｒエンハンス領域算出部７１及びエッ
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ジ領域算出部７２に対し、演算を行わせる。Ｒエンハンス領域算出部７１及びエッジ領域
算出部７２は、上記のとおり、それぞれカラーエンハンス処理部６２及びエッジ検出部６
３において処理を実施した結果得られる画像データを利用して演算を行う。Ｒエンハンス
領域算出部７１によるＲエンハンス領域算出処理及びエッジ領域算出部７２によるエッジ
検出領域算出処理を、図４乃至図７を参照して後に詳しく説明する。
【００３４】
　ステップＳ３においてＲエンハンス領域及びエッジ検出領域を算出すると、ステップＳ
６に進む。ステップＳ６では、映像処理回路１１は、関心領域位置情報算出部７４に、関
心領域の位置情報を算出させる。関心領域の位置情報の算出は、ステップＳ３において求
めたＲエンハンス領域及びエッジ検出領域に基づき算出する。関心領域の位置情報の算出
方法については、図８及び図９等を参照して後に詳しく説明する。
【００３５】
　ステップＳ７で、映像処理回路１１は、ステップＳ６において算出した関心領域の位置
情報を参照し、画像に関心領域が含まれるか否かを判定する。画像が関心領域を含む場合
は、ステップＳ８へ、関心領域を含まない場合は、ステップＳ１０へとそれぞれ処理を移
行させる。
【００３６】
　ステップＳ８で、映像処理回路１１は、ズーム処理部６８に対し、関心領域のズーム画
像を生成させる。関心領域のズーム画像は、映像処理回路１１のその他映像処理部６５か
ら出力された全体画像のデータと、データ処理部７５から出力された関心領域の位置情報
とに基づき、関心領域のズーム画像を生成する。そして、ステップＳ９で、映像処理回路
１１は、バッファメモリ６９に全体画像のデータとステップＳ８にて生成した関心領域の
ズーム画像のデータとを送信し、処理を終了する。
【００３７】
　なお、画像が関心領域を含まない場合は、ステップＳ１０で、映像処理回路１１は、バ
ッファメモリ６９に全体画像のデータのみを送信し、処理を終了する。
　また、実施例では、ステップＳ８において関心領域のズーム画像を生成しているが、必
ずしもズーム画像を生成する必要はない。
【００３８】
　このように、映像処理回路１１では、各フレームの画像について関心領域の探索を行う
。画像から関心領域を検出すると、全体画像のデータだけでなく、関心領域の（ズーム）
画像のデータについても、全体画像と同期して出力することにより、全体画像と関連付け
てバッファメモリ６９に保持させる。全体画像のデータを映像処理回路１１外部に出力す
る際に、バッファメモリ６９に全体画像のデータと関連付けられた関心領域の（ズーム）
画像のデータがある場合には、全体画像のデータと併せてこれを出力する。
【００３９】
　白色光（通常光）モードにおいて、内視鏡画像から関心領域を検出する際に利用するＲ
エンハンス領域及びエッジ検出領域の算出方法について、図４乃至図７を参照して説明す
る。
【００４０】
　図４は、Ｒエンハンス領域算出部７１によるＲエンハンス領域算出処理を示したフロー
チャートである。Ｒエンハンス領域算出部７１は、図３においてステップＳ２からステッ
プＳ３へと処理が移行したことを契機として、図４に示す一連の処理を開始する。
【００４１】
　まず、ステップＳ１１で、Ｒエンハンス領域算出部７１は、カラーエンハンス処理部６
２からカラーエンハンス処理後の画像データを取得する。そして、ステップＳ１２で、Ｒ
エンハンス領域算出部７１は、画像全体についての赤色（Ｒ）成分の平均値Ｒａｖｅを算
出すると、ステップＳ１３に進む。
【００４２】
　Ｒエンハンス領域算出処理では、まず、ステップＳ１３～ステップＳ１６の処理により
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、セルごとの赤みが所定レベル以上であるかを判断していく。以下の実施例では、複数の
画素からなる１区画を「セル」とし、所定数のセルを含む所定サイズの領域を「グリッド
」ということとする。
【００４３】
　ステップＳ１３では、Ｒエンハンス領域算出部７１は、セルごとの赤色（Ｒ）成分の値
の平均値ＲＥＨとステップＳ１２で算出した平均値Ｒａｖｅとの比ＲＥＨ／Ｒａｖｅが所
定の設定値以上であるか否かを判定する。比ＲＥＨ／Ｒａｖｅが所定の設定値以上である
場合は、ステップＳ１５へと処理を移行させ、比ＲＥＨ／Ｒａｖｅが所定の設定値未満で
ある場合は、ステップＳ１４へと処理を移行させる。これについて、図５を参照して説明
する。
【００４４】
　図５は、Ｒエンハンス領域の算出方法について説明する図である。
　上記のとおり、実施例では、セルＣごとにＲ成分の値ＲＥＨと画像全体のＲ成分の平均
値Ｒａｖｅとを比較する。セルＣのＲ成分の値ＲＥＨの画像全体のＲ成分の平均値Ｒａｖ

ｅに対する比「ＲＥＨ／Ｒａｖｅ」が所定の設定値以上であれば、そのセルＣは、赤みが
強いセルであると判定する。また、比「ＲＥＨ／Ｒａｖｅ」が所定の設定値未満であれば
、そのセルＣは、赤みの弱いセルであると判定する。所定の設定値は、任意の値を設定可
能であり、以降の処理で使用する設定値についても同様である。図５においては、赤みの
強いセルを黒点で表し、グリッドＧ内の他の箇所（黒点の存在しない白色の箇所）は、赤
みの弱いセルを表している。
【００４５】
　こうして、ステップＳ１４（ＲＥＨ／Ｒａｖｅ＜設定値のとき）では、Ｒエンハンス領
域算出部７１は、ステップＳ１３で比較に用いたセルＣのＲエンハンスレベルとして、値
「０」を設定し、ステップＳ１５（ＲＥＨ／Ｒａｖｅ≧設定値のとき）では、値「１」を
設定する。セルのＲエンハンスレベルは、そのセルＣが赤みの強いセルであるか否かを示
す。
【００４６】
　ステップＳ１６で、Ｒエンハンス領域算出部７１は、画像の全てのセルに対してステッ
プＳ１３の判定を行ったか、すなわち、全てのセルＣに対してＲエンハンスレベルを設定
したか否かを判定する。未判定のセルＣが存在する場合は、ステップＳ１３に戻り、未判
定のセルＣについて上記の処理を実行する。全てのセルＣに対しＲエンハンスレベルを設
定する処理が完了すると、ステップＳ１７に進む。
【００４７】
　ステップＳ１７～ステップＳ２０の処理では、グリッドごとに、赤みが所定のレベル以
上であるか否かを判断していく。
【００４８】
　ステップＳ１７では、Ｒエンハンス領域算出部７１は、先のステップにおいて設定した
Ｒエンハンスレベルを用いて、グリッドごとのＲエンハンスレベル値「１」のセルＣの密
度ＮＲＥＨ＝１が所定の設定値以上であるか否かを判定する。例えば図５中のグリッドＧ
２１とＧ３２とを比較して考える。グリッドＧ２１のうち、Ｒエンハンスレベル値が「１
」のセルＣは１個のみであり、このグリッドＧ２１については、密度ＮＲＥＨ＝１は相対
的に低いといえる。一方で、グリッドＧ３２については、Ｒエンハンスレベル値が「１」
のセルＣが多数存在し、このグリッドＧ３２の密度ＮＲＥＨ＝１は相対的に高いといえる
。実施例では、グリッドＧ２１における密度ＮＲＥＨ＝１は所定の設定値未満で、赤みの
弱い領域であり、グリッドＧ３２の密度ＮＲＥＨ＝１は所定の設定値以上で、赤みの強い
領域であるとする。
【００４９】
　こうして、ステップＳ１８（ＮＲＥＨ＝１＜設定値のとき）では、Ｒエンハンス領域算
出部７１は、ステップＳ１７で判定に用いたグリッドＧについて、Ｒエンハンス領域情報
に値「０」を設定し、ステップＳ１９（ＮＲＥＨ＝１≧設定値のとき）では、値「１」を
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設定する。グリッドＧのＲエンハンス領域情報とは、関心領域の算出処理においてそのグ
リッドＧが赤みの強いグリッドであるか否かを示す。上記の例では、グリッドＧ２１のＲ
エンハンス領域情報には、値「０」を設定し、グリッドＧ３２については、値「１」を設
定する。
【００５０】
　ステップＳ２０で、Ｒエンハンス領域算出部７１は、画像の全てのグリッドに対してス
テップＳ１７の判定を行ったか、すなわち、全てのグリッドＧに対してＲエンハンス領域
情報を設定したか否かを判定する。未判定のグリッドＧが存在する場合は、ステップＳ１
７に戻り、未判定のグリッドＧについて上記の処理を実行する。全てのグリッドＧに対し
Ｒエンハンス領域情報の設定を終えると、処理を終了する。図５では、Ｒエンハンス領域
情報に値「１」の設定されたグリッドＧ、すなわち、Ｒエンハンス領域として検出された
領域「ＡＲＥＡｒｅｎ」を太線で囲って強調している。
【００５１】
　なお、図４においては、まず、セルごとに赤みの強さを判断し、次に、グリッドごとに
赤みの強いセルを多く含む（密度ＮＲＥＨ＝１≧設定値）グリッドを判定しているが、Ｒ
エンハンス領域の検出方法は、これには限定されない。例えば、セルごとの赤みの強さの
判定は行わず、各グリッドについての赤色（Ｒ）成分の平均値Ｒｇａｖｅと、画像全体に
ついての平均値Ｒａｖｅとを比較して、比Ｒｇａｖｅ／Ｒａｖｅが所定値以上である場合
にはそのグリッドをＲエンハンス領域と判定する構成とすることもできる。図４の方法で
Ｒエンハンス領域の判定を行う場合には、高精度なＲエンハンス領域の検出が可能となり
、グリッドごとに比Ｒｇａｖｅ／Ｒａｖｅを判定する場合には、計算時間を短縮すること
ができる。
【００５２】
　図６は、エッジ領域算出部７２によるエッジ検出領域算出処理を示したフローチャート
である。エッジ領域算出部７２は、図３においてステップＳ２からステップＳ３へと処理
が移行したことを契機として、図６に示す一連の処理を開始する。
【００５３】
　まず、ステップＳ３１で、エッジ領域算出部７２は、エッジ検出部６３からエッジ検出
処理後の画像データを取得する。そして、ステップＳ３２で、エッジ領域算出部７２は、
画像データのエッジレベルの平均値Ｅａｖｅを算出する。
【００５４】
　以降の処理においては、上記のＲエンハンス領域の算出処理（図４）と同様に、実施例
では、ステップＳ３３～ステップＳ３５の処理で、セルＣごとにエッジの強さを判定する
。そして、ステップＳ３６～ステップＳ４０の処理で、セルＣごとのエッジの強さの判定
結果を用いて、グリッドＧごとにエッジ検出領域であるか否かを判定していく。
【００５５】
　ステップＳ３３では、エッジ領域算出部７２は、セルごとのエッジの強さＥｄｇｅとス
テップＳ３２で算出した画像全体のエッジの強さの平均値Ｅａｖｅとの比「Ｅｄｇｅ／Ｅ

ａｖｅ」が所定の設定値以上であるか否かを判定する。比「Ｅｄｇｅ／Ｅａｖｅ」が所定
の設定値以上である場合は、ステップＳ３５へ、所定の設定値未満である場合は、ステッ
プＳ３４へと処理を移行させる。
【００５６】
　図７は、エッジ検出領域の算出方法について説明する図である。
　上記のとおり、まず、セルＣのエッジの強さＥｄｇｅと画像全体のエッジの強さＥａｖ

ｅとを比較する。セルＣのエッジの強さが画像全体のエッジの強さＥａｖｅに対する比Ｅ

ｄｇｅ／Ｅａｖｅが所定の設定値以上であれば、そのセルＣは、エッジが検出されたセル
であると判定する。また、比Ｅｄｇｅ／Ｅａｖｅが所定の設定値未満であれば、そのセル
Ｃからはエッジが検出されなかったと判定する。図７においては、エッジの検出されたセ
ルを黒点で表し、グリッドＧ内の他の箇所（黒点の存在しない白色の箇所）はエッジの検
出されなかったセルを表している。
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【００５７】
　こうして、ステップＳ３４（Ｅｄｇｅ／Ｅａｖｅ＜設定値のとき）では、エッジ領域算
出部７２は、ステップＳ３３で比較に用いたセルＣのエッジレベルとして、値「０」を設
定し、ステップＳ３５（Ｅｄｇｅ／Ｅａｖｅ≧設定値のとき）では、値「１」を設定する
。セルのエッジレベルとは、そのセルＣからエッジが検出されたか否かを示す。
【００５８】
　ステップＳ３６で、エッジ領域算出部７２は、画像の全てのセルに対してステップＳ３
３の判定を行ったか、すなわち、全てのセルＣに対してエッジレベルを設定したか否かを
判定する。未判定のセルＣが存在する場合は、ステップＳ３３に戻り、未判定のセルＣに
ついて上記の処理を実行する。全てのセルＣに対しエッジレベルを設定する処理が完了す
ると、ステップＳ３７に進む。
【００５９】
　ステップＳ３７では、エッジ領域算出部７２は、先のステップにおいて設定したエッジ
レベルを用いて、グリッドごとのエッジレベル値「１」のセルＣの密度ＮＥｄｇｅ＝１が
所定の設定値以上であるか否かを判定する。例えば図７のグリッドＧ２１では、エッジレ
ベル値が「１」のセルの数、すなわちエッジレベルの高いセルの密度ＮＥｄｇｅ＝１が、
所定の設定値未満であると判定する。これに対し、グリッドＧ２２では、エッジレベルの
高いセルの密度ＮＥｄｇｅ＝１が、所定の設定値以上であると判定する。
【００６０】
　こうして、ステップＳ３８（ＮＥｄｇｅ＝１＜設定値のとき）では、エッジ領域算出部
７２は、ステップＳ３７で判定に用いたグリッドＧについて、エッジ検出領域情報に値「
０」を設定し、ステップＳ３９（ＮＥｄｇｅ＝１≧設定値のとき）では、値「１」を設定
する。グリッドＧのエッジ検出領域情報とは、関心領域の算出処理においてそのグリッド
Ｇがエッジ構造物を有するか否かを示すものである。あるグリッドＧについて、エッジ領
域算出部７２によりエッジ領域として検出されるか否かと、そのグリッドＧからエッジ検
出部６３によりエッジ構造物が検出されるか否かは必ずしも一致しない。
【００６１】
　ステップＳ４０で、エッジ領域算出部７２は、画像の全てのグリッドに対してステップ
Ｓ３７の判定を行ったか、すなわち、全てのグリッドＧに対してエッジ検出領域情報を設
定したか否かを判定する。未判定のグリッドＧが存在する場合は、ステップＳ３７に戻り
、未判定のグリッドＧについて上記の処理を実行する。全てのグリッドＧに対しエッジ検
出領域情報の設定を終えると、処理を終了する。図７では、エッジ検出領域に値「１」の
設定されたグリッド、すなわち、エッジ検出領域として検出された領域「ＡＲＥＡｅｄｇ

」を太線で囲って強調している。
【００６２】
　上記のとおり、エッジ検出領域の算出処理についても、Ｒエンハンス領域の算出処理と
同様に、実施例では、まずセルごとに判断を行い、次に、グリッドごとに判断を行ってい
るが、これに限定されるものではない。例えば、セルごとのエッジの強さの判定は行わず
、グリッドごとに、各グリッドにおけるエッジの強さの平均値Ｅｇａｖｅと、画像全体に
ついてのエッジの強さＥａｖｅとを比較して、比Ｅｇａｖｅ／Ｅａｖｅが所定値以上であ
る場合にはそのグリッドをエッジ検出領域と判定する構成とすることもできる。図６の方
法でエッジ検出領域の判定を行う場合には、高精度なエッジ検出領域の検出が可能となり
、グリッドごとに比Ｅｇａｖｅ／Ｅａｖｅを判定する場合には、計算時間を短縮すること
ができる。
【００６３】
　また、図４のＲエンハンス領域算出処理と図６のエッジ検出領域算出処理とについては
、シリアルに実行する構成としてもよいし、２つの算出処理をパラレルに実行する構成と
してもよい。
【００６４】
　図４及び図６の処理によりそれぞれ設定したＲエンハンス領域情報及びエッジ検出領域
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情報を用いて、白色光（通常光）モードにおける関心領域を検出する方法について、図８
及び図９を参照して説明する。
【００６５】
　図８は、関心領域位置情報算出部７４による関心領域の位置情報を算出する処理を示し
たフローチャートである。関心領域情報算出部７４は、図３においてステップＳ３（乃至
ステップＳ５のいずれか）からステップＳ６へと処理が移行したことを契機として、図８
に示す一連の処理を開始する。
【００６６】
　まず、ステップＳ５１で、関心領域位置情報算出部７４は、観察光モードの判定を行う
。ステップＳ５１では、図３のステップＳ２の判定と同様の方法により判定を行う。観察
光モードが白色光（通常光）モード、ＮＢＩモードまたはＰＰＤモードのいずれであるか
に応じて、それぞれステップＳ５２、ステップＳ５７及びステップＳ５９へと処理を移行
させる。ここでは、白色光（通常光）モードの場合、すなわち、ステップＳ５２以降の処
理について説明することとし、ＮＢＩモードの場合やＰＰＤモードの場合については、そ
れぞれの観察光モードでの関心領域位置情報の算出方法の説明において述べることとする
。
【００６７】
　ステップＳ５２では、関心領域位置情報算出部７４は、Ｒエンハンス領域算出部７１及
びエッジ領域算出部７２から、それぞれにおける算出結果であるＲエンハンス領域情報及
びエッジ検出領域情報を取得する。
【００６８】
　ステップＳ５３で、関心領域位置情報算出部７４は、グリッドＧごとに、そのグリッド
ＧがＲエンハンス領域ＡＲＥＡｒｅｎ且つエッジ検出領域ＡＲＥＡｅｄｇであるか否かを
判定する。具体的には、Ｒエンハンス領域情報及びエッジ検出領域情報の双方に値「１」
が設定されているか否かを判定する。２つの領域情報に値「１」が設定されている場合は
、ステップＳ５５へ進み、それ以外の場合は、ステップＳ５４へ進む。
【００６９】
　ステップＳ５４では、関心領域位置情報算出部７４は、ステップＳ５３で判定に用いた
グリッドＧについて、関心領域情報に値「０」を設定し、ステップＳ５５では、値「１」
を設定する。あるグリッドＧの関心領域情報とは、そのグリッドＧが関心領域であるか否
かを示す。
【００７０】
　ステップＳ５４またはステップＳ５５において関心領域情報の値を設定すると、ステッ
プＳ５６に進む。そして、関心領域位置情報算出部７４は、画像の全てのグリッドに対し
てステップＳ５３の判定を行ったか、すなわち、全てのグリッドＧに対して関心領域情報
を設定したか否かを判定する。未判定のグリッドＧが存在する場合は、ステップＳ５３に
戻り、未判定のグリッドＧについて上記の処理を実行する。全てのグリッドＧに対し関心
領域情報を設定する処理が完了すると、ステップＳ６１へと処理を移行させる。
【００７１】
　ステップＳ６１では、関心領域位置情報算出部７４は、関心領域情報の値に「１」が設
定されているグリッドＧを関心領域位置と定義し、処理を終了する。
【００７２】
　図９は、白色光（通常光）モードにおいて検出される関心領域について説明する図であ
る。図９に示すように、図５のＲエンハンス領域ＡＲＥＡｒｅｎ且つ図７のエッジ検出領
域ＡＲＥＡｅｄｇである領域（グリッドＧ）が、関心領域ＡＲＥＡｎｔｃと判定される。
図９においては、関心領域ＡＲＥＡｎｔｃと判定した８つのグリッドＧを色分けして示し
ている。
【００７３】
　こうして、図８のステップＳ５１乃至ステップＳ５６及びステップＳ６１の処理によっ
て関心領域位置を定義すると、上記の図３の説明のとおり、図３のステップＳ７において
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、関心領域の有無を判定し、判定結果に応じて必要な画像のデータをバッファメモリ６９
に送信する。図１０を参照して、バッファメモリ６９に一時記憶された画像のデータを所
定の記録先に送信する方法について説明する。
【００７４】
　図１０は、バッファメモリ６９に保存した画像のデータを記録先に送信する処理を示し
たフローチャートである。上記のとおり、映像処理回路１１は、入力される各フレーム画
像について図３の処理を実行している。ビデオプロセッサ１のＣＰＵ１２は、スコープ２
のレリーズスイッチ２２等からレリーズ要求を受け付けると、これに基づき映像処理回路
１１にレリーズ信号を送信する。そして、レリーズ要求のあったタイミングに対応するフ
レーム画像について、図１０に示す一連の処理を開始する。
【００７５】
　まず、ステップＳ７１で、ＣＰＵ１２は、図３のステップＳ９において映像処理回路１
１がバッファメモリ６９に向けて送信した全体画像及び関心領域のズーム画像のデータを
、バッファメモリ６９に一時保存する。そして、ステップＳ７２で、ＣＰＵ１２は、バッ
ファメモリ６９に一時保存したデータの記録先を判定する。データの記録先は、予めビデ
オプロセッサ１に設定されており、実施例では、ビデオプロセッサ１の内部メモリか、あ
るいは、図１の画像記録装置４のいずれかが設定されているものとする。ここで、ビデプ
ロセッサ１の内部メモリを記録先とする場合には、最終的に内部メモリにデータを記録さ
せる場合だけでなく、内部メモリを経由して最終的にはサーバ５にデータを記録させる場
合も含む。バッファメモリ６９に一時保存したデータの記録先が「内部メモリ」である場
合は、ステップＳ７３へ、記録先が「画像記録装置」である場合は、ステップＳ７８へと
それぞれ処理を移行させる。
【００７６】
　ステップＳ７３では、ＣＰＵ１２は、バッファメモリ６９の全体画像及び関心領域のズ
ーム画像のデータを、内部メモリである不揮発性メモリ１３へと送信させ、不揮発性メモ
リ１３の画像記憶領域３１に保存する。そして、ステップＳ７４で、ＣＰＵ１２は、バッ
ファメモリ６９から送信された画像データの記録先を更に判定する。実施例では、画像デ
ータの記録先としては、内部メモリである不揮発性メモリ１３自体であるか、あるいは、
外部記憶装置であるサーバ５であるかが予めビデオプロセッサ１に設定されているものと
する。画像データの記録先が「内部メモリ」である場合は、ＣＰＵ１２は、特に処理を行
わず、処理を終了する。画像データの記録先が「外部記憶装置」である場合は、ＣＰＵ１
２は、処理をステップＳ７５へと移行させる。
【００７７】
　ステップＳ７５で、ＣＰＵ１２は、記録画像の出力要求の有無を判定する。図１の入力
手段７等から記録画像を出力する旨の要求が入力されると、ＣＰＵ１２は、これに基づき
、不揮発性メモリ１３に対して画像出力信号を送信する。ステップＳ７５においては、Ｃ
ＰＵ１２は、入力手段７等からの記録画像の出力要求の有無に基づき、判定を行う。記録
画像出力要求があった場合には、ステップＳ７７へ、なかった場合には、ステップＳ７６
へと処理を移行させる。
【００７８】
　ステップＳ７７では、ＣＰＵ１２は、不揮発性メモリ１３の画像記憶領域３１に保存し
た全体画像及び関心領域のズーム画像のデータを、外部記憶装置であるサーバ５に送信し
、処理を終了する。サーバ５においては、ＣＰＵ５２が、不揮発性メモリ５１の画像記憶
領域５３に受信したデータを保存し、クライアントＰＣ９等から画像を出力する旨の要求
を受信すると、画像記憶領域５３から画像のデータを読み出して、出力処理部５４へと出
力する。出力処理部５４は、関心領域を有する画像のデータをクライアントＰＣ９等に送
信するときは、関心領域のズーム画像を対応する全体画像に対応づける等のデータの出力
に関する各種処理を実行する。
【００７９】
　一方、ステップＳ７６では、ＣＰＵ１２は、特に処理を行わず、図１０の処理を終了す
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る。これは、入力手段７から記録画像出力要求を受信しなかったタイミングのフレーム画
像については、その画像（及び関心領域のズーム画像）についてはサーバ５に記録は行わ
ないことを意味する。この場合、不揮発性メモリ１３の画像記憶領域３１に保存されたデ
ータは、その後上書きされる等により削除される。
【００８０】
　ステップＳ７２において、記録先が画像記録装置４である場合には、ステップＳ７８に
進み、ＣＰＵ１２は、バッファメモリ６９の全体画像及び関心領域のズーム画像のデータ
を、画像記録装置４へと送信する。そして、ステップＳ７９では、画像記録装置４のＣＰ
Ｕ４２において、ビデオプロセッサ１からステップＳ７８で送信されたデータをキャプチ
ャメモリ４１の画像記憶領域４３に保存し、処理を終了する。その後、画像記録装置４の
フロントパネルボタン等の入力手段８を介して画像の印刷要求を受信すると、画像記録装
置４のＣＰＵ４２は、印刷処理部４４に印刷指示を出す。印刷処理部４４は、全体画像及
び関心領域のズーム画像を対応付けて、例えば並べて配置して印刷をするために必要な各
種処理を実行することにより、キャプチャメモリ４１の画像記憶領域４３に保存した画像
を印刷させる。
【００８１】
　なお、図１０においては、上記の方法により関心領域が抽出された場合におけるバッフ
ァメモリ６９から各記録先へのデータの送信方法について説明しているが、関心領域が検
出されなかった場合についても、同様である。
【００８２】
　上述の方法により得られた全体画像及びこれに関連付けられた関心領域のズーム画像の
データについては、ビデオプロセッサ１の外部の画像記録装置４やサーバ５または内部メ
モリである不揮発性メモリ１３に出力して記録するだけでなく、モニタ３に表示すること
も可能である。これについて、図１１を参照して説明する。
【００８３】
　図１１は、検出された関心領域の出力方法を例示する図である。
　図１１においては、スコープ２で撮影して得られた映像信号にビデオプロセッサ１にて
必要な画像処理を施してモニタ３に出力したモニタ映像と、全体画像ＩＯ及びビデオプロ
セッサ１の位置情報生成部６７にて検出した関心領域ＡＲＥＡｎｔｃのズーム画像ＩＥＸ

とを示す。
【００８４】
　上記のとおり、検出した関心領域ＡＲＥＡｎｔｃを含む所定の範囲をズーム画像生成の
対象範囲ＡＲＥＡＥＸとし、その範囲ＡＲＥＡＥＸを拡大してズーム画像ＩＥＸを生成し
ている。
【００８５】
　上述のとおり、本実施形態に係る内視鏡システム１００では、ユーザからの指示にした
がって、不揮発性メモリ１３からデータを読み出してモニタ３に図１１の右側に示す出力
結果を表示させる構成とすることもできる。また、ユーザからの指示にしたがって、例え
ば画像記録装置４等からデータを読み出して、図１１の右側に示す出力結果を印刷する構
成とすることもできる。
【００８６】
　また、全体画像及びこれに関連付けられた関心領域の（ズーム）画像の出力（表示及び
記録）方法については、任意の方法をとることができる。例えば、ＰｉｎＰ（ピクチャー
・イン・ピクチャー）やＰｏｕｔＰ（ピクチャー・アウト・ピクチャー）で２つの画像を
重ねた画像をビデオプロセッサ１にて生成し、これをモニタ３に表示したり、画像記録装
置４やサーバ５に記録する構成としてもよい。
【００８７】
　更には、検出された関心領域を医師等が確認し易くするためには、上記の全体画像の他
に関心領域の（ズーム）画像を生成する以外の方法をとってもよい。例えば、関心領域が
検出された場合には、全体画像のうちの関心領域を中心にマーキングをした画像を生成し
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、生成したマーキング画像をモニタ３や画像記録装置４等に出力する構成としてもよい。
このような方法によっても、上記の全体画像と関心領域の画像とを関連付けてこれを併せ
て出力する場合と同様に、医師等にとっては、検査後の関心領域の確認がし易くなる。
（ＮＢＩ画像の処理）
【００８８】
　次に、観察光モードがＮＢＩモードである場合について説明する。
　ＮＢＩモードで撮影を行って得られる内視鏡画像においては、腫瘍等の周辺に形成され
る血管等に緑色（Ｇ）や青色（Ｂ）が多く吸収されることにより、病変部が強調表示され
る。この特徴を利用して、撮影により得られた内視鏡画像の中から関心領域を検出する。
【００８９】
　図３のステップＳ１及びステップＳ２の処理、すなわち、スコープ２から受信した映像
信号に対して前段処理を実行し、観察光モードの判定を行う処理までについては、白色光
（通常光）モードについての説明において述べたとおりである。
【００９０】
　以下に、図３のステップＳ４及びステップＳ６の処理の詳細、すなわち、観察光モード
がＮＢＩモードである場合にどのようにして関心領域位置情報を算出していくかを中心に
説明する。
【００９１】
　図１２は、ＮＢＩ吸収領域算出部７３による特殊光吸収／反射領域算出処理を示したフ
ローチャートである。ＮＢＩ吸収領域算出部７３は、図３においてステップＳ２からステ
ップＳ４へと処理が移行したことを契機として、図１２に示す一連の処理を開始する。
【００９２】
　まず、ステップＳ８１で、ＮＢＩ吸収領域算出部７３は、ＮＢＩ処理部６４からＮＢＩ
画像処理後の画像データを取得する。このとき、後のステップＳ８２やステップＳ８６で
用いる緑色（Ｇ）及び青色（Ｂ）のホワイトバランス値ＧＮＢＩＷＢ、ＢＮＢＩＷＢを画
像データと併せて取得してもよい。あるいは、ＮＢＩ吸収領域算出部７３において、取得
したホワイトバランス測定時の画像データより算出してもよい。
【００９３】
　まず、ステップＳ８２～ステップＳ８５の処理により、セルごとの緑色（Ｇ）の吸収レ
ベルが所定レベルを超えるか否かを判断していく。
【００９４】
　ステップＳ８２では、ＮＢＩ吸収領域算出部７３は、セルごとに、画像データの緑色（
Ｇ）成分の反射レベル値ＧＮＢＩと、緑色（Ｇ）についてのホワイトバランス値であるＧ

ＮＢＩＷＢとの比ＧＮＢＩ／ＧＮＢＩＷＢが所定の設定値以下であるか否かを判定する。
これは、実施例では、ホワイトバランス処理においては、白色の被写体に赤色（Ｒ）緑色
（Ｇ）青色（Ｂ）の光を照射し、反射光の色みのバランスに応じて色を調整していること
に基づく。また、ＮＢＩ観察光のホワイトバランスデータを用いても良い。すなわち、画
像のあるセルの緑色（Ｇ）の反射レベルが、白色の被写体に対する緑色（Ｇ）の光の反射
レベルに対して所定の設定値以下であれば、そのセルについては吸収レベルが高い（反射
レベルが低い）と判定できることに基づく。比「ＧＮＢＩ／ＧＮＢＩＷＢ」が所定の設定
値以下である場合は、ステップＳ８４へ、比「ＧＮＢＩ／ＧＮＢＩＷＢ」が所定の設定値
を超える場合は、ステップＳ８３へと処理を移行させる。
【００９５】
　ステップＳ８３（ＧＮＢＩ／ＧＮＢＩＷＢ＞設定値のとき）及びステップＳ８４（ＧＮ

ＢＩ／ＧＮＢＩＷＢ≦設定値のとき）では、ＮＢＩ吸収領域算出部７３は、ステップＳ８
２で比較に用いたセルのＧ吸収レベルとして、それぞれ値「０」及び「１」を設定する。
【００９６】
　そして、ステップＳ８５で、ＮＢＩ吸収領域算出部７３は、画像の全てのセルに対して
ステップＳ８２の判定を行ったか、すなわち、全てのセルに対してＧ吸収レベルを設定し
たか否かを判定する。未判定のセルが存在する場合は、ステップＳ８２に戻り、未判定の
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セルについて上記の処理を実行し、全てのセルに対しＧ吸収レベルを設定する処理が完了
すると、ステップＳ８６に進む。
【００９７】
　ステップＳ８６～ステップＳ８９の処理では、ＮＢＩ吸収領域算出部７３は、青色（Ｂ
）の吸収レベルについて、ステップＳ８２～ステップＳ８５において緑色（Ｇ）の吸収レ
ベルに関して実行した処理と同様の処理を実行する。具体的には、セルごとに青色（Ｂ）
の反射レベル値ＢＮＢＩと、青色（Ｂ）についてのホワイトバランス値ＢＮＢＩＷＢとの
比「ＢＮＢＩ／ＢＮＢＩＷＢ」が所定の設定値以下である場合は、Ｂ吸収レベル値に「１
」を、所定の設定値を超える場合は、値「０」を設定していく。
【００９８】
　なお、ステップＳ８２～ステップＳ８５のセルごとに緑色（Ｇ）の吸収レベルを設定す
る処理と、ステップＳ８６～ステップＳ８９のセルごとに青色（Ｂ）の吸収レベルを設定
する処理とは、並行処理としてもよい。
【００９９】
　緑色（Ｇ）及び青色（Ｂ）について全てのセルについて吸収レベルの設定を終えると、
処理をステップＳ９０へと移行させる。
　ステップＳ９０で、ＮＢＩ吸収領域算出部７３は、グリッドごとに、Ｇ吸収レベル値「
１」のセルの密度ＮＧＮＢＩ＝１が所定値以上であり、且つＢ吸収レベル値「１」のセル
の密度ＮＢＮＢＩ＝１が所定値以上であるかを判定する。緑色（Ｇ）及び青色（Ｂ）とも
に吸収レベル値が「１」のセルの密度がそれぞれの色について設定した所定値以上である
場合は、ステップＳ９２に進み、それ以外の場合は、ステップＳ９１に進む。
【０１００】
　ステップＳ９１及びステップＳ９２で、ＮＢＩ吸収領域算出部７３は、それぞれステッ
プＳ９０で判定を行ったグリッドについてのＮＢＩ吸収領域情報に値「０」及び「１」を
設定する。あるグリッドのＮＢＩ吸収領域情報とは、そのグリッドの緑色（Ｇ）及び青色
（Ｂ）の吸収レベルが高い領域であるか否かを示す。
【０１０１】
　ステップＳ９３で、ＮＢＩ吸収領域算出部７３は、画像の全てのグリッド対してステッ
プＳ９０の判定を行ったか、すなわち、全てのグリッドに対してＮＢＩ吸収領域情報を設
定したか否かを判定する。未判定のグリッドが存在する場合は、ステップＳ９０に戻り、
未判定のグリッドについて上記の処理を実行し、全てのグリッドに対してＮＢＩ吸収領域
情報の設定を終えると、処理を終了する。
【０１０２】
　なお、白色光モードでのＲエンハンス領域算出処理やエッジ検出領域算出処理と同様に
、上記の特殊光吸収／反射領域（実施例ではＮＢＩ吸収領域）の算出処理においても、実
施例では、まずセルごとに判断を行い、次に、グリッドごとに判断を行っている。しかし
、特殊光吸収／反射領域の算出方法は、これに限定されるものではない。例えば、グリッ
ドごとに、各グリッドにおける緑色（Ｇ）や青色（Ｂ）の吸収レベルＧｇＮＢＩ、ＢｇＮ

ＢＩを求め、これとそれぞれＧやＢのホワイトバランス値ＧＮＢＩＷＢ、ＢＮＢＩＷＢと
の比較を行う構成とすることもできる。この場合、比ＧｇＮＢＩ／ＧＮＢＩＷＢ及びＢｇ

ＮＢＩ／ＢＮＢＩＷＢの双方がそれぞれの所定値以下であれば、そのグリッドをＮＢＩ吸
収領域と判定する図１２の方法でＮＢＩ吸収領域を判定する場合には、高精度なＮＢＩ吸
収領域の検出が可能となり、グリッドごとに比ＧｇＮＢＩ／ＧＮＢＩＷＢ及びＢｇＮＢＩ

／ＢＮＢＩＷＢを判定する場合には、計算時間を短縮することができる。
【０１０３】
　こうして、画像内の各グリッドに対してＮＢＩ吸収領域情報が設定されると、図３のス
テップＳ４からステップＳ６に進む。ステップＳ６では、関心領域位置情報算出部７４が
、ＮＢＩ吸収領域情報を利用して、関心領域位置情報を算出する処理を実行する。観察光
モードがＮＢＩモードである場合の関心領域位置情報の算出処理では、図８のフローのう
ち、ステップＳ５１からステップＳ５７へと処理を移行させる。
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【０１０４】
　図８のステップＳ５７で、関心領域位置情報算出部７４は、ＮＢＩ吸収領域算出部７３
からＮＢＩ吸収領域情報を取得する。そして、ステップＳ５８で、関心領域位置情報算出
部７４は、ＮＢＩ吸収領域情報に値「１」が設定されているグリッドについては、関心領
域情報に値「１」を設定し、ステップＳ６１に進む。ステップＳ６１では、上記の白色光
（通常光）モードの場合と同様に、関心領域位置情報算出部７４が、関心領域情報の値に
「１」の設定されているグリッドを関心領域位置と定義し、処理を終了する。
【０１０５】
　図８のステップＳ６１において関心領域位置を定義した後の処理については、白色光（
通常光）モードの場合と同様である。
（光線力学的診断（ＰＤＤ）における画像の処理）
【０１０６】
　次に、観察光モードが、ＰＤＤモードである場合について説明する。
　光線力学的診断（ＰＤＤ）においては、がんに集積する薬剤を投与して、それに反応す
る青色の光を照射することにより、がん組織を赤く発光させる。このため、ＰＤＤモード
で撮影を行って得られる内視鏡画像においては、病変部の赤みが強調されることとなる。
この特徴を利用して、撮影により得られた内視鏡画像の中から関心領域を検出する。
【０１０７】
　図３のステップＳ１及びステップＳ２の処理、すなわち、スコープ２から受信した映像
信号に対して前段処理を実行し、観察光モードの判定を行う処理までについては、白色光
（通常光）モードについての説明において述べたとおりである。
【０１０８】
　以下に、図３のステップＳ５及びステップＳ６の処理の詳細、すなわち、観察光モード
がＰＤＤモードである場合にどのようにして関心領域位置情報を算出していくかを中心に
説明する。
【０１０９】
　上述のとおり、ＰＤＤモードで撮影して得られる内視鏡画像においては、病変部は赤み
が強調されている。このことから、図３のステップＳ５において、Ｒエンハンス領域算出
部７１が、図４のＲエンハンス領域算出処理を実行することにより、Ｒエンハンス領域情
報の設定を行う。そして、図３のステップＳ６においては、関心領域位置情報算出部７４
が、Ｒエンハンス領域情報を利用して、関心領域位置情報を算出する処理を実行する。観
察光モードがＰＤＤモードである場合の関心領域位置情報の算出処理では、図８のフロー
のうち、ステップＳ５１からステップＳ５９へと処理を移行させる。
【０１１０】
　ステップＳ５９で、関心領域位置情報算出部７４は、Ｒエンハンス領域算出部７１から
Ｒエンハンス領域情報を取得する。そして、ステップＳ６０で、関心領域位置情報算出部
７４は、Ｒエンハンス領域情報に値「１」が設定されているグリッドについては、関心領
域情報に値「１」を設定し、ステップＳ６１に進む。ステップＳ６１において、関心領域
位置情報算出部７４が関心領域情報に値「１」の設定されているグリッドを関心領域位置
情報と定義する点については、上記ＮＢＩモードの場合と同様である。関心領域位置情報
の定義を行うと、図８の処理を終了する。
【０１１１】
　図８の処理を終了した後の処理については、白色光（通常光）モードやＮＢＩモードの
場合と同様である。
【０１１２】
　以上説明したように、本実施形態に係る内視鏡システム１００によれば、ビデオプロセ
ッサ１において、スコープ２で撮影して得られる映像信号に画像処理を施す際に得られる
データを利用して、各観察光モードにおける画像の特徴より、医師等のユーザが内視鏡画
像の中から病変部等の現れている領域として関心を持つ領域、関心領域を検出する。具体
的には、色みやエッジの有無、あるいは光の吸収／反射のレベルに基づき、関心領域を検



(17) JP 5985084 B2 2016.9.6

10

20

30

40

50

出する。内視鏡画像のビデオプロセッサ１は、検出された関心領域の（ズーム）画像を生
成し、全体画像（内視鏡画像）と関連付けて保持しておく。そして、ユーザがスコープ２
のレリーズスイッチ２２等によりレリーズ操作を行った場合には、ビデオプロセッサ１は
、そのタイミングのフレームの全体画像（内視鏡画像）と検出した関心領域の画像とを外
部の画像記録装置４等に出力する。これにより、医師等のユーザにとっては、内視鏡検査
中に関心領域を特定しておく等の作業や、検査後に病変部の疑いのある画像を探す等の作
業が不要となり、検査後に病変部の疑いのある領域の現れている画像を確認し易くなる。
したがって、検査後の業務の効率化や、診断の見落としの防止に資することとなる。
＜第２の実施形態＞
【０１１３】
　上記の第１の実施形態によれば、ビデオプロセッサ１において内視鏡画像から関心領域
を検出することにより、検査後の業務の効率化や診断の見落としを防ぐ効果を得る。これ
に対し、本実施形態に係る内視鏡システムによれば、内視鏡システム１００において、検
査の内容や実施日時等ログ情報に基づき検査のレポートを作成することにより、検査後の
業務の効率化を図っている。
【０１１４】
　以下に、本実施形態に係る内視鏡システムにおいて、ログ情報を生成し、これに基づき
レポートを作成する方法について、具体的に説明する。
　なお、内視鏡システムの構成については、図１や図２に示すとおりであり、上記の実施
形態と同様であるため、ここでは説明を省略する。
【０１１５】
　図１３Ａ及び図１３Ｂは、本実施形態に係る内視鏡システム１００による内視鏡検査の
レポートの作成方法を説明する図である。図１３Ａ及び図１３ＢのレポーティングＰＣ１
２０は、図１においては、クライアントＰＣ９がこれに相当する。
【０１１６】
　図１３Ａに示す一の態様によれば、内視鏡システム１００において内視鏡検査が開始す
ると、ビデオプロセッサ１においては、検査に関する各種のイベントの発生するごとに、
ビデオプロセッサ１のＣＰＵ１２がログ情報を生成してサーバ５に送信する。そして、順
次レポーティングＰＣ１２０（図１においてはクライアントＰＣ９がこれに対応）に向け
て送信していく。
【０１１７】
　具体的には、まず、検査が開始すると、ビデオプロセッサ１は、検査が開始した旨及び
日時等の時刻情報、患者や医師を識別する情報等をサーバ５に送信する。レポーティング
ＰＣ１２０は、検査開始の通知及び通知とともに送信された情報を、サーバ５から取得す
る。検査が開始した旨の通知を受信すると、レポーティングＰＣ１２０は、レポートの作
成を開始し、受信した情報に基づき、患者や医師を識別する情報、検査日、検査開始時刻
等の情報を、レポートに入力する。レポートは、予め所定のフォーマットが用意されてお
り、レポーティングＰＣ１２０は、フォーマットのうちの各情報が入力されるべき所定の
位置に対応する情報を設定していくことで、レポートを作成する。
【０１１８】
　その後、レポーティングＰＣ１２０は、検査終了の通知を受信するまで、検査において
イベントが発生するごとにビデオプロセッサ１からサーバ５を介して通知されるログ情報
に基づき、受信した情報を順次レポートの所定の位置に設定していく。ログ情報としてレ
ポーティングＰＣ１２０に向けて送信される情報としては、上記の検査開始時に通知され
る情報の他には、例えば、内視鏡検査の終了、ＮＢＩ等の特殊光観察モードでの観察の開
始や終了、拡大観察の開始や終了や、これらイベントの発生した時刻を表す時刻情報等が
挙げられる。
【０１１９】
　レポーティングＰＣ１２０は、サーバ５を介して検査終了の通知と終了時刻を表す時刻
情報とをビデオプロセッサ１から受信すると、これらの情報をレポートの所定の位置に設
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定する。実施例では、レポートに記載される事項には、図１３Ａに示すように、検査時間
やＮＢＩ観察に要した時間、拡大観察に要した時間も含む。検査開始時刻と終了時刻、Ｎ
ＢＩ観察の開始時刻と終了時刻、及び拡大観察の開始時刻と終了時刻よりこれらの所要時
間を算出し、各位置に情報を設定すると、レポーティングＰＣ１２０は、レポート作成処
理を終了する。
【０１２０】
　図１３Ｂに示す他の態様によれば、内視鏡検査中においては、ビデオプロセッサ１の不
揮発性メモリ１３のログ情報記憶領域３２に、ログ情報として各イベントが発生した旨及
びその時刻情報を記憶させておく。内視鏡検査が終了すると、ビデオプロセッサ１は、不
揮発性メモリ１３のログ情報記憶領域３２に記憶させておいたログ情報を、サーバ５を介
してレポーティングＰＣ１２０に送信する。本態様におけるログ情報の内容は、図１３Ａ
を参照して説明した態様におけるそれと同様である。レポーティングＰＣ１２０は、内視
鏡検査の終了後にビデオプロセッサ１側から受信したログ情報に基づき、所定のフォーマ
ットのレポートの各位置に情報を設定していくことにより、レポートを作成する。
【０１２１】
　図１３Ｂに示すような、検査後にログ情報を送信する態様においては、例えば、予めど
のような情報（イベント）をログ情報として送信するのか、あるいはしないのかを選択可
能な構成とすることもできる。例えば、ＮＢＩ観察を開始した旨及び開始時刻については
ログ情報に含めるが、ＮＢＩ観察を終了した旨及びその終了時刻についてはログ情報に含
めない、等の設定が可能である。
【０１２２】
　なお、図１３Ｂに示す態様においては、ビデオプロセッサ１がログ情報をレポーティン
グＰＣ１２０に向けて送信する前に、例えば次の検査のため、ビデオプロセッサ１を含む
内視鏡システム１００の電源がオフに切り替えられてしまうことも起こり得る。そこで、
図１３Ｂに示す態様の更に他の態様によれば、ビデオプロセッサ１がログ情報を送信する
タイミングを、ビデオプロセッサ１の電源がオン状態となり、起動した後のタイミングと
することもできる。内視鏡システム１００の使用態様により、ログ情報が未送信となって
しまう事態を効果的に防ぐ。
【０１２３】
　以上説明したように、本実施形態に係る内視鏡システム１００によれば、ビデオプロセ
ッサ１にて内視鏡検査の開始や終了、特殊光観察の開始や終了、また、拡大観察の開始や
終了等の、検査において発生したイベントを表すログ情報を生成する。レポーティングＰ
Ｃ１２０は、ビデオプロセッサ１から受信したログ情報に含まれる情報を所定のフォーマ
ットの所定の位置に設定していくことで、内視鏡検査のレポートを作成する。これにより
、医師等が検査後にレポートを作成する手間を省き、検査後の業務の効率化を図ることが
可能となる。
＜第３の実施形態＞
【０１２４】
　上記第１及び第２の実施形態においては、それぞれ画像の関心領域の検出やレポートの
作成を内視鏡システムにおいて行うことにより、医師や看護師等の内視鏡検査後の業務の
効率化を図っている。これに対し、本実施形態に係る内視鏡システムにおいては、内視鏡
検査中に発生した患者のバイタル情報の異常に対応する際の対処方法の推奨案を内視鏡シ
ステムが提示することで、業務の効率化を図っている。
【０１２５】
　以下に、本実施形態に係る内視鏡システムにおいて、バイタル情報の異常が発生した際
にユーザに対処方法の推奨案を提示する方法について、具体的に説明する。本実施形態の
内視鏡システムの構成については、図１や図２に示すとおりであり、上記の実施形態と同
様であるため、ここでは説明を省略する。
【０１２６】
　図１４は、本実施形態に係る内視鏡システム１００によるバイタル情報の異常への対処
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方法推奨案のユーザへの提示方法を説明する図である。図１に示すシステム構成と比較す
ると、図１４に示す内視鏡システム１００の構成のうち、バイタル機器６とバイタル情報
監視装置１０とが追加されている点で異なる。バイタル機器６は、内視鏡検査等において
患者（被検体）に装着される等により、患者のバイタル情報を測定等によって取得するた
めの機器である。バイタル機器６は、図１４の構成では、入力手段９がこれに相当し、取
得した情報をバイタル監視装置１０に送信する。バイタル情報の例としては、血圧や脈拍
等が挙げられる。バイタル情報監視装置１０は、バイタル機器６から得たバイタル情報を
監視して、正常値であるか否かを監視し、異常を検知すると、サーバ５にその旨を通知す
る。
【０１２７】
　図１４においては、内視鏡検査を受けている患者のバイタル情報を監視し、その異常を
検出した場合に対処方法を内視鏡システム１００において判断し、推奨案をユーザに提示
するまでの手順（１）乃至（５）を、各手順を実行する装置・機器の箇所に記載している
。
【０１２８】
　まず、手順（１）では、ＰＣやタブレット端末等から、内視鏡検査を受ける患者につい
ての病歴情報、ショック分類情報、バイタル情報異常時の対処方法の推奨案の情報と、対
処方法の推奨案の表示先の情報とを、サーバ５に登録しておく。ＰＣやタブレット端末は
、図１においてはクライアントＰＣ９である。
【０１２９】
　バイタル情報異常時の対処方法の推奨案としては、例えば投与する薬についての情報や
、機器の例えば設定値をどのように変更するかの情報等を含む。また、対処方法の推奨案
の表示先については、内視鏡システム１００に複数のモニタ３を備える場合等には、「モ
ニタＡ」等のように、推奨案を表示させるモニタがユーザによって指定される。対処方法
の推奨案の表示先については、ＰＣやタブレット端末等を指定可能な構成とすることもで
きる。
【０１３０】
　また、手順（１）においては、この他にも患者を識別する情報についてもサーバ５に登
録を行う。患者を識別する情報については、患者登録システム等の他のシステムから取得
する構成としてもよい。
【０１３１】
　更には、図１４に示すように、手順（１）において、検査室を識別する情報と検査に使
用するバイタル機器とを関連付けて、サーバ５の検査情報に登録しておく。
　手順（２）においては、バイタル機器６が、バイタル情報の取得を開始する。バイタル
機器６が取得したバイタル情報は、バイタル情報監視装置１０に送信される。
【０１３２】
　手順（３）においては、バイタル情報監視装置１０が、バイタル情報を監視し、数値等
の異常を検知すると、サーバ５にその旨の通知を行う。
　手順（４）においては、サーバ５は、サーバ５内のデータベースの検査情報を検索し、
手順（３）において通知されたバイタル機器と手順（１）において登録されている病歴情
報とから、対応するショック分類を導き出す。そして、検査情報の中から、導出されたシ
ョック分類に対応する対処方法の推奨案を取得する。図１４においては、患者ＩＤ「８０
」により識別される患者の内視鏡検査中に、図１４の検査情報において患者ＩＤと対応付
けられているバイタル機器Ａにおいて異常が検出された場合を例示する。この場合、バイ
タル機器Ａに関するバイタル情報に異常が検知された旨の手順（４）の通知に対し、サー
バ５は、検査情報のバイタル情報が示す「バイタル機器Ａ」と、手順（１）で登録したシ
ョック分類とに対応付けられた対処方法の推奨案を取得する。図１４では、「投与薬対応
Ａ」を取得する。
【０１３３】
　サーバ５は、投与薬対応の詳細が登録されている投与薬対応テーブルを参照し、取得し



(20) JP 5985084 B2 2016.9.6

10

20

た「投与薬対応Ａ」の詳細（投与薬、投与経路、効能効果、薬効薬理及び保管情報）を取
得する。
【０１３４】
　最後に、手順（５）において、サーバ５は、手順（４）において取得した対処方法の推
奨案を所定のモニタ（図１４の「モニタＡ」）３に送信する。モニタ３は、サーバ５から
受信した情報を表示する。
【０１３５】
　なお、上記の手順（１）では、検査室を識別する情報と検査に使用するバイタル機器と
を関連付けて、サーバ５の検査情報に登録している。バイタル機器６の異常に対応する方
法の一つとして、バイタル機器６の設定値を変更する方法も有りうる。このような場合に
、予め検査室を識別する情報とバイタル機器とを関連付けておくことで、検査室、すなわ
ち、内視鏡検査を行う環境に応じた対処方法を設定することが可能となる。
【０１３６】
　内視鏡検査においては、検査中に手術を併せて行うこともある。このような場合には、
バイタル機器６を使用して患者のバイタル情報に異常がないかを監視し、異常が発生した
場合にはこれに対処する必要がある。これに対し、以上説明した本実施形態に係る方法に
よれば、医師や看護師等のユーザは、モニタ３に表示された対処方法の推奨案を確認して
、バイタル情報の異常に対処することが可能となる。各患者や検査室等の環境に応じて対
処方法として最も推奨される案がモニタ３に表示されることで、内視鏡検査中に発生した
バイタル情報の異常への対処方法の判断時間や対処内容の理解や実行等に要する時間が短
縮され、業務の効率化を図ることが可能となる。
【０１３７】
　本発明は、上述した実施形態そのままに限定されるものではく、実施段階でのその要旨
を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化することができる。また、上記実施形態に
開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成することが
できる。例えば、実施形態に示される全構成要素を適宜組み合わせても良い。更に、異な
る実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。このような、発明の趣旨を逸脱
しない範囲内において種々の変形や応用が可能であることはもちろんである。
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